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基本的な考え方（第 3 条） 

 

〇今ある良好な環境を守りながら、次の世代へ引 

き継いでいきます。 

〇環境や資源循環の方法について学んでいきます。 

〇ごみを資源として考え、循環させていきます。 

〇森林の持つ機能を学習し、育成や保全に努めて 

 いきます。 

〇循環型まちづくりを進める上で、必要な 

交流や連携を行っていきます。 

町民の役割 

 
町民は、毎日の生活の

中で地域などの人たちと

協力して、取り組むよう

努めていきます。 

（第４条） 

町の役割 

 
町は、循環型まちづくり

に責任をもって取り組み

ます。みなさんの意見を聴

き、協力を求めて進めてい

きます。 （第６条） 

環境を守る方法 

 

今ある良好な環境をしっかり

と守り、すでに悪くなりつつあ

る環境は、元に戻すよう努めま

す。 （第７条）  

資源循環 

 

資源を循環させ、自然の

恵みを大切にし、環境に負

荷を掛けないようにしま

す。   （第９条） 

環境創造 

 

環境に関する情報を発信

し、多くの人たちと交流を

図り連携を進めます。 

（第１０条） 

環境学習 

 

学ぶ仕組みや仲間づくり

を進め、情報の収集や活用

し合います。 （第８条） 

 

 事業者の役割 

 
事業者は、事業活動を行

うときは、循環型まちづく

りに進んで取り組むよう努

めていきます。（第５条） 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 清掃センターに直接持ち込みできるごみ 

◇ 清掃センターでも受け入れしないごみ 

 ごみの分別についてのお願い part2 

◇ 引き取りごみについて 


